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４．図書館協議会 

 

図書館法第１４条及び図書館条例第２条に基づき設置している。委員定数は 10 人以内で、

任期は 2 年である。図書館の運営に関して館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う図書

館サービスにつき、館長に対して意見を述べる機関である。平成 22 年度は「豊中市立図書館

の誯題解決支援機能について」の諮問に関して、討議が行われた。 

 

[１]平成 22 年度の委員一覧 

名前 団体名・役職等 

   船 曳 弘 栄  小学校長代表 

  高 橋 孝 子 中学校長代表 

  三 木 晴 美 幼稚園長会 

  坂 本 展 子 婦人団体連絡協議会 

 上 口 佐知子 豊中子ども文庨連絡会 

  鵜 川 ま き 豊中図書館の未来を考える会 

○ 塩 見  昇  学識経験者 

◎ 中 川 幾 郎 学識経験者 

村 上 泰 子 学識経験者 

宮 崎 宏 之 市民公募委員 

 ◎委員長 ○委員長職務代行者 

 

[２]開催状況 

日時 内容 

平成 22 年 3 月２５日（木） 

・豊中市教育振興計画について 

・豊中市立図書館の誯題解決支援サービスについて 

・豊中・箕面地域情報アーカイブ化事業の報告について 

平成 22 年９月６日（月） 

・平成２１年度の豊中市の図書館活動について 

・平成２１年度の豊中市立図書館評価システムについて 

・豊中市立図書館の誯題解決支援機能について 

平成22年11月29日（月） 

・平成２１年度豊中市の図書館活動の改訂及び平成２１年度

豊中市立図書館評価システムについて 

・豊中市子ども読書活動推進計画について 

・豊中市立図書館の誯題解決支援機能について 

平成 2３年２月 2８日（月） 

 

・子ども読書活動推進計画第２期実施計画（案）について 

・豊中市の機構改革について 

・ブックプラネット事業について 

・豊中市立図書館の誯題解決支援機能について 

図書館協議会議事録は、図書館ホームページで公開している。 


